


[訳 文] 

 

 

 

委 任 状 

 

 

 

バミューダ法に準拠して設立され、存続し、バミューダHM11ハミルトン、フロント・ストリート25、オー

ビス・ハウスに本店を有するオービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド（「当社」）は、ここ

に、日本国東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー所在長島・大野・常松法律事務所の弁護士である月

岡崇氏、永田基樹氏及び赤星翔音氏の各氏を当社の真正かつ適法な代理人に選任・指名し、当社を代理して

日本国金融商品取引法（その後の改正を含む。）第27条の23、第27条の25及び第27条の26に定める報告書及

び届出書並びにこれらの訂正（以下「本報告書及び本届出書」という。）を作成し、これを日本国関東財務局

長に提出すること並びに本報告書及び本届出書の提出を履行するために同代理人が必要又は適切と思料す

る一切かつすべての行為を行う権限を付与する。 

 

上記の証として、当社は、2025年2月17日、マシュー・ファーをして本委任状に適法に署名せしめた。 

 

 

オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド 

 

     （署 名）       

氏名： マシュー・ファー 

肩書： ディレクター 
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